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平成２５年第２回能登町議会臨時会 会期日程表 
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開会（午前１０時００分） 

 

開会・開議 

 

議長（宮田勝三） 

ただいまから平成２５年第２回能登町議会臨時会を開会します。 

ただいまの出席議員数は、地方自治法第１１３条に規定する定足数に達して

おりますので、これから、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。あらかじめ、本日の会議時

間を延長しておきます。 

 

会議録署名議員の指名 

 

議長（宮田勝三） 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、１１番 志幸松栄 

君、１４番 鍛治谷眞一君を指名いたします。 

 

会期の決定の件 

 

議長（宮田勝三） 

日程第２「会期の決定」の件を議題にします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日一日にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日一日とすることに決定いたしました。 

 

諸般の報告 
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議長（宮田勝三） 

日程第３「諸般の報告」を行います。 

 地方自治法第１２１条の規定により、本臨時会に説明員の出席を求めたとこ

ろ説明員として本日の会議に出席している者の職・氏名は、別紙の説明員名簿

としてお手元に配布しましたのでご了承願います。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

  

議案上程 

議案第６２号から議案第６７号 

 

議長（宮田勝三） 

日程第４ 議案第６２号「請負契約の締結について（平成２４年度学校施設

環境改善交付金事業能登町立宇出津小学校大規模改造工事（建築））」から日程

第９議案第６７号「請負契約の締結について（平成２５年度柳田三号源泉掘削

工事）」までの６件を一括議題とします。 

 

提案理由の説明 

 

議長（宮田勝三） 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長 持木一茂君。 

 

町長（持木一茂） 

 本日ここに平成２５年第２回能登町議会臨時会を招集いたしましたところ、

議員各位には何かと御多用の折にもかかわらず、ご出席を賜りまして、誠にあ

りがとうございます。 

本日提案いたしております、各議案の提案理由をご説明する前に一言ごあい

さつを申し上げます。 

去る６月１５日、宇出津新港にて消防技術の向上と士気の高揚を図ることを

目的として、第９回能登町消防団訓練大会を開催いたしました。町内全１６分

団の皆様には、本業が多忙な中にもかかわらず、寸暇を割いて訓練を重ね、技

術の習得に励んでおられる各団員の熱意と努力に心から敬意と感謝の意を  

申し上げます。また、日頃の練習成果を発揮し、本大会のポンプ車操法と小隊

訓練の２部門に優勝し、総合優勝をされました、松波分団の皆様に、心からお

祝いを申し上げます。同分団には来る７月２７日に金沢市で開催される石川県
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消防操法大会でのご奮闘を祈念するとともに、能登町代表として今後とも大い

にご活躍されることを期待申し上げます。 

次に、参議院議員通常選挙は、去る７月４日に公示され、来る７月２１日に

投開票されます。今回の選挙は、「ネット選挙」が解禁されてから初めての国政

選挙となりますが、「ネット選挙」とは、「投票行為」ではなく「インターネッ

トを活用した選挙運動」でありますので、ご理解の程宜しくお願いいたします。 

なお、投票の場所を一部変更し、これまで内浦庁舎で行っていた期日前投票所

は、内浦福祉センターに変更し、柳田体育館で行っていた投票所は、野田コミ

ュニティセンターに変更しましたのでご注意願います。選挙は、私たちの声を

政治に届ける大切な権利です。石川県の統一標語は、「届けよう自分の思いを一

票で」でありますが、町民の皆様には、自分の思いを託すため、ぜひ投票所に

行かれますようお願いいたします。 

それでは、今回ご提案いたしました議案６件につきまして、その大要をご説

明いたします。 

はじめに、議案第６２号「請負契約の締結について（平成２４年度学校施設

環境改善交付金事業能登町立宇出津小学校大規模改造工事（建築）」については、

去る７月３日、制限付き一般競争入札（事後審査型）を行いましたところ、１

億２６００万円で、宮地・鼎特定建設工事共同企業体代表者輪島市河井町の  

株式会社宮地組が落札致しましたので、能登町議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。 

次に、議案第６３号「請負契約の締結について（平成２４年度学校施設環境

改善交付金事業能登町立宇出津小学校大規模改造工事（機械設備）」につきまし

ても、去る７月３日、制限付き一般競争入札（事後審査型）を行いましたとこ

ろ、５３４６万８１００円で、金沢市御影町の菱機工業株式会社金沢支店が落

札致しましたので、能登町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第６４号「請負契約の締結について（平成２４年度学校施設環境

改善交付金事業能登町立小木中学校大規模改造工事（建築）」につきましても、

去る７月３日、制限付き一般競争入札（事後審査型）を行いましたところ、１

億１８５万円で宮下・西中特定建設工事共同企業体代表者輪島市門前町の宮下

建設株式会社が落札致しましたので、能登町議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

次に、議案第６５号「請負契約の締結について（平成２５年度真脇ポーレポ

ーレ簡易温泉浴場建築工事（建築）」につきましても、去る７月３日、制限付き
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一般競争入札（事後審査型）を行いましたところ８１３７万５０００円で能登

町字藤波の株式会社鼎建設が落札致しましたので、能登町議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を求めるものであります。 

次に、議案第６６号「請負契約の締結について（平成２５年度真脇ポーレポ

ーレ簡易温泉浴場建築工事（機械設備）」につきましても、去る７月３日、制限

付き一般競争入札（事後審査型）を行いましたところ、５６２６万８４５０円

で珠洲市正院町の株式会社三百苅管工が落札致しましたので、能登町議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第６７号「請負契約の締結について（平成２５年度柳田３号源泉

掘削工事）」につきましては、金沢市東蚊爪町の株式会社エオネックスと５８８

０万円で随意契約したいので、能登町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであり

ます。 

以上、本臨時会に提出いたしました議案等につき、その大要をご説明申し上

げましたが、議員各位におかれましては、慎重なるご審議をいただき、適切な

るご決議を賜わりますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせ

ていただきます。 

 

議長（宮田勝三） 

以上で提案理由の説明が終わりました。 

ただいま、議題となりました議案第６２号から議案第６７号までの６件の審

議方法について、お諮りします。 

 議案第６２号から議案第６７号までの６件は、全体審議といたしたいと思い

ます。これに、ご異議ありませんか。 

  

（「異議なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第６２号から議案第６７号までの６件は、全体審議とすること

に決定しました。 

 

質    疑 
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議長（宮田勝三） 

これより、質疑を行います。 

質疑は、ありませんか。 

３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 私はこの入札結果について資料に基づいて質問したいと思います。６２号か

ら６６号この件について、機械設備工事ですか、６２号と６６号これについて

落札率が低いということがあります。見積もりが少し甘いのではないかという

感覚を持っています。もう１点。この６２、６４、６５については、応札企業

があまりにも少ないのではないか。この設備工事２件については７社８社ござ

います。だけどこの企業体それから単独の応札もありますが、これ３社でしっ

かりした見積もりができるのかどうか。ということを知りたい。そしてまた、

以前から入札に関して思うのですが、旧宇出津駅前の工事ですか図書館とか公

民館とかあの入札に関しても応札者が１社であったと。だけど設備工事はもの

凄く応札者が多かった。この点について、私は、先ほどの全協の地産地消とい

うことに対しては私も大賛成です。しかし公金を使う事業ですからもっと慎重

にもっとたくさんの意見を聞けるような入札の制度になればなと私は思ってい

ます。地元の企業は大事ですよ。だけどこれは公金なんです。ここをはっきり

とお話しておきたいと思います。この点について副町長答えていただければと

思います。 

 

議長（宮田勝三） 

 田下副町長。 

 

副町長（田下一幸） 

 まず建築は請負率が高くて、その中に設備は請負率が低いという表現をなさ

れていますが、私どもとしては設計については専門家に依頼して設計図書を作

っていただいています。それを審査させていただいてその中で応札されておる

わけです。結果として請負率が高いとか少し安いとかありますけどこれは適切

な範囲内だと思っております。 

 それと全体の企業数が少ない。特に共同企業体の場合において参加企業が少

ないというような提言ですが、私どもとしては一般制限競争入札に付するとき

には基本的には１０社以上ぐらいは応募できるだけの要件を考えます。出来る

だけたくさんの方に参加していただきたいということを考えた中で条件をそれ

ぞれ、先ほど申しました地産地消の考え方、地元の企業ということも考えた上
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で適切な組み合わせを考えております。ただ結果として応募数が少なかったと

いうこは言えますがあくまでそれは個々の企業の参加の意欲の問題でありまし

てこれが一般競争入札の場合は１社であっても競争入札をやった場合はこれは

有効となっております。ただ指名競争入札は反面何社かこちらで随意指名でき

るわけです。７社８社と指名できるわけです。制度上の違いがありまして、一

般競争入札の場合は１社になろうとも成立します。極端に言えば、こちらの思

うような会社数ということは限定できませんのでそこはコントロールできない

範囲であります。これは一般競争入札に付するというものは３０００万円以上

は能登町の場合はそうするというふうに決めておりますので結果的にそうなる

ということでご理解いただきたいなと思います。いずれにしても公金でありま

すので安全安心な建物をできるだけ安価で作るというこの目的については同じ

だと思っております。 

 

議長（宮田勝三） 

３番 市濱等君。 

 

３番（市濱等） 

 丁寧な説明いただきましたがやはりたくさんの企業体が応札出来るような環

境づくりをもっともっと研究されて、町民の負託にこたえられるような入札を

していただきたい。私はこういうことを思いまして質問を終わります。 

 

議長（宮田勝三） 

 他に質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

 

討    論 

 

議長（宮田勝三） 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声） 

 

議長（宮田勝三） 

討論なしと認めます。 

 

採     決 

 

議長（宮田勝三） 

これより、採決を行います。この採決は、起立によって行います。 

お諮りします。 

議案第６２号「請負契約の締結について（平成２４年度学校施設環境改善交付

金事業能登町立宇出津小学校大規模改造工事（建築））」 

議案第６３号「請負契約の締結について（平成２４年度学校施設環境改善交付

金事業能登町立宇出津小学校大規模改造工事（機械設備））」 

議案第６４号「請負契約の締結について（平成２４年度学校施設環境改善交付

金事業能登町立小木中学校大規模改造工事（建築））」 

議案第６５号「請負契約の締結について（平成２５年度真脇ポーレポーレ簡易

温泉浴場建築工事（建築））」 

議案第６６号「請負契約の締結について（平成２５年度真脇ポーレポーレ簡易

温泉浴場建築工事（機械設備））」 

議案第６７号「請負契約の締結について（平成２５年度柳田三号源泉掘削工事） 

以上６件について、原案のとおり決定することに賛成する諸君の起立を求め

ます。 

 

（賛成者起立） 

 

議長（宮田勝三） 

起立全員であります。 

よって議案第６２号から議案第６７号までの以上６件は原案のとおり可決さ

れました。 

以上で、本臨時会に付議されました議件は全部終了しました。 

 

閉会の挨拶 

 

議長（宮田勝三） 

ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許します。 
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 町長 持木一茂君。 

  

町長（持木一茂） 

 平成 25年第 2回能登町議会臨時会を閉会されるに当たり、一言ご挨拶申し上

げます。 

本日の臨時会では、請負契約の締結についての議案 6 件について、慎重なる

ご審議をいただき、いずれも原案どおり可決をいただきまして厚くお礼申し上

げます。なお、予算の執行につきましても、慎重に執行して参りたいと考えて

おります。 

さて、7月 7日日曜日、能登空港は開港 10周年を迎え、盛大に式典が行われ

ました。返りみますと、昭和 61年 5月に立地可能性調査が実施され、平成 8年

12月に第 7次空港整備計画へ組入れが決定し、平成 10年 11月工事に着手、平

成 15年 7月 7日能登半島の活性化の期待を担い就航いたしました。延べ利用者

は 149万人を超え、今月中には 150万人に達する見込みとなっております。 

就航当初より航空会社と全国初の搭乗率保障制度を導入し、1日 2便体制を死

守して参りました。東日本大震災の発生で特別措置を受けた 8 年目を除き、目

標の搭乗率 62％をクリアー。10年目の今回も速報値で 63.1％と目標を上回るこ

とが確実となるなど、偏に、町民の皆様をはじめとする関係各位のご理解とご

支援の賜と感謝申し上げます。 

町といたしましては、今後とも交流人口の拡大に欠かすことのできない能登

空港を、全力で支援して参りますので、議員の皆様の更なるご支援とご協力を

お願い致しまして、閉会の挨拶と致します。 

本日は、ありがとうございました。 

 

閉議・閉会 

 

議長（宮田勝三） 

これをもちまして、平成２５年第２回能登町議会臨時会を閉会いたします。 

 

閉会（午前１０時２５分） 
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上記、会議の経過を記載し相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

平成２５年７月１２日 

 

能登町議会議長  宮 田 勝 三 

 

                  

会議録署名議員  志 幸 松 栄 

 

 

会議録署名議員  鍛 治 谷 眞 一 

 

 


